
見
直
し
の
背
景
：
何
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
か

　

バ
ー
ゼ
ル
委
は
、
先
般
の
国
際
的

な
金
融
危
機
の
経
験
を
ふ
ま
え
、
リ

ス
ク
計
測
の
適
切
性
向
上
や
比
較
可

能
性
の
確
保
等
の
観
点
か
ら
各
種
リ

ス
ク
の
標
準
的
手
法
の
見
直
し
に
取

り
組
ん
で
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
、
ト

レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
（
マ
ー
ケ
ッ
ト

・
リ
ス
ク
）
の
抜
本
的
見
直
し
に
係

る
第
二
次
市
中
協
議
文
書
（
13
年
10

月
）、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
信

用
リ
ス
ク
に
係
る
最
終
規
則
文
書

（
14
年
３
月
）、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ

ル
・
リ
ス
ク
に
係
る
市
中
協
議
文
書

（
14
年
10
月
）、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ

勘
定
の
検
討
中
の
論
点
に
係
る
市
中

協
議
文
書
（
14
年
12
月
）
が
公
表
さ

れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
本
市

中
協
議
文
書
で
は
「
信
用
リ
ス
ク
」

の
計
測
手
法
に
焦
点
を
あ
て
た
見
直

し
が
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

現
行
の
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
標
準

的
手
法
は
、
証
券
化
取
引
の
取
扱
い

を
除
き
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
と
し
て
04
年

に
バ
ー
ゼ
ル
委
に
お
い
て
合
意
さ
れ

た
規
則
文
書
に
基
づ
い
て
い
る
。
同

手
法
の
見
直
し
を
行
う
バ
ー
ゼ
ル
委

２
０
１
４
年
12
月
22
日
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
（
バ
ー
ゼ
ル
委
）
か
ら
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
標

準
的
手
法
の
見
直
し
」（
注
１
）
と
題
す
る
市
中
協
議
文
書
が
公
表
さ
れ
た
（
コ
メ
ン
ト
提
出
期
限
は
、15
年

３
月
27
日
）。
同
手
法
は
、
本
邦
で
は
、
自
己
資
本
比
率
規
制
に
お
い
て
、
標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
数
先

の
国
際
統
一
基
準
行
の
ほ
か
、
銀
行
、
信
用
金
庫
、
信
用
組
合
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
業
態
の
国
内
基
準
行
に

よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
手
法
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
同
手
法
の
見
直
し
の
背
景
と
提
案
の
要
点
を
解
説

し
た
い
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
意
見
は
す
べ
て
執
筆
者
の
個
人
的
な
見
解
で
あ
る
。
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の
問
題
意
識
は
、
大
き
く
分
け
て
以

下
の
３
点
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

リ
ス
ク
計
測
の

適
切
性
の
向
上

　

１
点
目
に
、
現
行
の
信
用
リ
ス
ク

に
係
る
標
準
的
手
法
は
、
債
権
カ
テ

ゴ
リ
ー
ご
と
に
一
律
の
リ
ス
ク
ウ
ェ

イ
ト
が
設
定
さ
れ
て
い
た
り
、
複
数

の
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
が
設
定
さ
れ
て

い
て
も
そ
の
区
分
が
少
な
か
っ
た
り

す
る
た
め
、
個
々
の
債
権
が
有
す
る

信
用
リ
ス
ク
が
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
の

水
準
に
合
理
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
、

と
は
必
ず
し
も
評
価
し
が
た
い
枠
組

み
と
な
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
住
宅
ロ
ー
ン
や
リ
テ

ー
ル
与
信
（
中
小
企
業
、
個
人
向
け

債
権
）
は
、
一
定
の
基
準
を
満
た
す

場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
35
％
、
75
％
と
い

う
一
律
の
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

事
業
法
人
向
け
債
権
に
は
、
貸
出
先

の
外
部
格
付
に
応
じ
て
リ
ス
ク
ウ
ェ

イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
無
格
付
の

企
業
が
大
宗
を
占
め
て
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
う
し
た
企
業
に
は
一
律
１
０

０
％
の
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
ほ
か
、
格
付
が
あ

る
企
業
に
対
し
て
も
、
区
分
が
五
つ

し
か
な
い
た
め
、
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト

の
ク
リ
フ
（
断
崖
）
効
果
が
大
き
い

と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
（
た
と
え
ば
、

格
付
が
Ａ
格
か
ら
Ｂ
Ｂ
Ｂ
格
に
低
下

し
た
場
合
、
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
が
50

％
か
ら
１
０
０
％
に
急
上
昇
し
て
し

ま
う
）。

自
己
資
本
比
率
の

比
較
可
能
性
の
確
保

　

２
点
目
に
、
現
行
の
枠
組
み
で
は
、

あ
る
銀
行
の
自
己
資
本
比
率
と
、
異

な
る
国
の
銀
行
に
お
い
て
算
出
さ
れ

る
自
己
資
本
比
率
と
が
、
双
方
と
も

標
準
的
手
法
の
採
用
行
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
単
純
に
比
較
で
き
な
い
と

い
う
問
題
が
あ
る
。

　

こ
の
問
題
は
、
現
行
の
枠
組
み
に

各
国
裁
量
の
余
地
が
あ
る
こ
と
か
ら

生
ず
る
。
た
と
え
ば
、
銀
行
向
け
債

権
に
つ
い
て
は
、
現
行
で
は
二
つ
の

オ
プ
シ
ョ
ン
（
イ
貸
出
先
の
銀
行
の

設
立
国
の
国
債
に
対
す
る
リ
ス
ク
ウ

ェ
イ
ト
を
参
照
し
て
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ

ト
を
適
用
す
る
、
ロ
当
該
銀
行
の
外

部
格
付
に
基
づ
き
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト

を
適
用
す
る
）
が
バ
ー
ゼ
ル
合
意
に

お
い
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ

を
選
択
す
る
か
は
各
国
当
局
の
裁
量

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
日

本
は
イ
、
イ
ギ
リ
ス
は
ロ
の
オ
プ
シ

ョ
ン
を
採
用
し
て
い
る
。
銀
行
向
け

債
権
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
各
国
裁

量
の
余
地
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本

と
イ
ギ
リ
ス
の
標
準
的
手
法
を
採
用

す
る
銀
行
間
の
自
己
資
本
比
率
は
単

純
に
は
比
較
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
関
連
し
て
、
標
準
的
手
法

に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
た
自
己
資
本

比
率
と
、
内
部
格
付
手
法
に
基
づ
く

自
己
資
本
比
率
の
比
較
が
困
難
と
な

っ
て
い
る
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

こ
れ
は
、
両
者
で
各
種
定
義
が
異
な

っ
て
い
た
り
、
用
語
が
統
一
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
一
因
と
な
っ
て
い
る
。

内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
適
用
さ
れ

る
「
資
本
フ
ロ
ア
」
に
お
い
て
、
標

準
的
手
法
で
計
算
さ
れ
た
所
要
自
己

資
本
額
を
参
照
す
る
枠
組
み
が
検
討

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
（
20
ペ
ー

ジ
参
照
）、
両
手
法
間
に
お
け
る
用

語
・
定
義
の
統
一
が
必
要
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

外
部
格
付
へ
の
依
存
の
低
減

　

３
点
目
に
、
10
年
10
月
に
金
融
安

定
理
事
会
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
が
示
し
た

「
格
付
機
関
格
付
へ
の
依
存
の
低
減

の
た
め
の
原
則
」（
注
２
）
に
表
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
規
制
に
お
け
る
外

部
格
付
の
参
照
を
低
減
さ
せ
る
と
い

う
国
際
的
な
議
論
の
潮
流
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
先
般
の
金
融
危
機
に
お
い

て
、
格
下
げ
が
景
気
変
動
の
増
幅
効

果
（
プ
ロ
シ
ク
リ
カ
リ
テ
ィ
）
を
も

た
ら
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
混
乱
に

つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
や
、

規
制
が
多
く
の
市
場
参
加
者
を
同
じ

よ
う
に
行
動
さ
せ
る
動
機
付
け
を
与

え
る
こ
と
に
よ
り
、
格
付
へ
の
依
存

が
群
衆
行
動
の
要
因
と
な
る
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
背
景
と
な
っ
て

い
る
。

　

現
行
の
枠
組
み
は
、
多
く
の
点
に

お
い
て
外
部
格
付
を
参
照
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
３
点
目
が
見
直
し

作
業
に
も
た
ら
す
影
響
は
小
さ
く
な

い
。
今
回
の
市
中
協
議
文
書
で
は
、

基
本
的
に
は
外
部
格
付
を
利
用
し
な

い
手
法
が
提
案
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

一
方
で
、
今
後
の
検
討
に
お
い
て
、

外
部
格
付
に
限
定
的
な
役
割
（
投
資

適
格
と
非
投
資
適
格
の
区
別
等
）
を

与
え
る
こ
と
は
排
除
し
な
い
、
と
い

っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
外
部

格
付
の
利
用
の
是
非
ま
た
は
利
用
の

方
法
に
つ
い
て
は
、
市
中
か
ら
の
コ
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メ
ン
ト
を
ふ
ま
え
、
今
後
検
討
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
。

市
中
協
議
文
書
に
示
さ
れ
た
提
案
：
資
産
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
精
緻
化

　

こ
う
し
た
背
景
を
ふ
ま
え
、
バ
ー

ゼ
ル
委
で
は
見
直
し
に
向
け
た
作
業

が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
市
中
協
議
文

書
公
表
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
議
論
の
経
緯
が
あ
っ
た
。

ま
ず
、
規
制
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て

は
、
標
準
的
手
法
が
さ
ま
ざ
ま
な
国

や
規
模
の
金
融
機
関
に
よ
っ
て
用
い

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
簡

素
な
基
準
を
構
築
す
べ
き
と
い
う
考

え
方
と
、
で
き
る
だ
け
リ
ス
ク
計
測

を
精
緻
な
も
の
に
す
べ
き
と
い
う
考

え
方
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
バ
ラ
ン
ス

さ
せ
る
方
法
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な

見
解
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
は
、

市
中
協
議
文
書
で
示
さ
れ
た
個
々
の

提
案
に
、
数
多
く
の
考
慮
事
項

（consideration

）が
付
記
さ
れ
て
い

る
点
や
、
市
中
に
対
し
て
ほ
か
に
代

替
案
は
な
い
か
と
投
げ
か
け
る
か
た

ち
で
問
い
立
て
さ
れ
て
い
る
点
に
表

わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
規
制
の
水
準
（
リ
ス
ク
ウ

ェ
イ
ト
の
水
準
）
に
つ
い
て
は
、
先

般
の
金
融
危
機
を
ふ
ま
え
、
潜
在
的

な
リ
ス
ク
量
を
資
本
賦
課
に
反
映
さ

せ
る
べ
き
と
い
う
考
え
方
と
、
今
回

の
見
直
し
で
は
全
体
の
資
本
賦
課
水

準
は
維
持
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
考
え

方
が
あ
る
な
か
、
市
中
協
議
文
書
で

は
予
備
的
な
（prelim

inary

）
水

準
と
し
て
提
示
し
た
う
え
で
、
信
用

リ
ス
ク
に
係
る
資
本
賦
課
の
全
体
的

な
引
上
げ
は
バ
ー
ゼ
ル
委
の
目
的
で

は
な
い
、
と
言
及
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
市
中
協
議
文
書

の
提
案
は
、「
開
発
の
初
期
段
階

（early stage of developm
ent

）」

に
あ
る
と
バ
ー
ゼ
ル
委
で
は
認
識
さ

れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
債
権
ご
と

の
提
案
に
つ
い
て
概
説
す
る
が
、
先

述
し
た
よ
う
に
市
中
協
議
文
書
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
考
慮
事
項
が
付
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
い
ず
れ
の
提

案
も
市
中
か
ら
の
実
務
を
ふ
ま
え
た

意
見
お
よ
び
今
後
実
施
す
る
定
量
的

影
響
度
調
査
の
結
果
を
ふ
ま
え
、
あ

ら
た
め
て
バ
ー
ゼ
ル
委
に
お
い
て
検

討
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

な
お
、
ソ
ブ
リ
ン
・
中
央
銀
行
向

け
債
権
、
中
央
政
府
以
外
の
公
共
部

門
（
Ｐ
Ｓ
Ｅ
）
向
け
債
権
は
、
今
回

の
見
直
し
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
。

銀
行
向
け
債
権

　

現
行
の
標
準
的
手
法
で
は
、
ソ
ブ

リ
ン
の
外
部
格
付
ま
た
は
貸
出
先
の

銀
行
の
外
部
格
付
を
参
照
し
て
リ
ス

ク
ウ
ェ
イ
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、

市
中
協
議
文
書
で
は
、
貸
出
先
の
銀

行
の
「
自
己
資
本
比
率
」（
普
通
株

式
等T

ier1

＝
Ｃ
Ｅ
Ｔ
1 

比
率
）
お

よ
び
「
資
産
の
質
に
関
す
る
比
率
」

（
不
良
資
産
比
率
）
に
よ
り
、
リ
ス

ク
ウ
ェ
イ
ト
を
決
定
す
る
こ
と
が
提

案
さ
れ
て
い
る
（
図
表
１
）。
自
己

資
本
比
率
が
高
く
、
不
良
資
産
比
率

が
低
い
ほ
ど
、
低
い
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ

ト
を
適
用
す
る
と
い
う
枠
組
み
で
あ

る
。
な
お
、
短
期
債
権
（
原
契
約
の

満
期
３
カ
月
以
下
）
に
つ
い
て
は
、

長
期
債
権
よ
り
も
20
％
低
い
リ
ス
ク

ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
こ
と
が
提
案

さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
30
％
の
水

準
を
フ
ロ
ア
と
す
る
）。

事
業
法
人
向
け
債
権

　

現
行
の
標
準
的
手
法
で
は
、
貸
出

〔図表１〕	 銀行向け債権のリスクウェイト

CET 1
≧12% 

12%＞
CET 1
≧9.5%

9.5%＞
CET 1
≧ ７ %

７%＞
CET 1
≧5.5%

5.5%＞
CET 1
≧4.5%

CET 1
＜4.5%

不良資産比率≦ 1 % 30% 40% 60%  80% 100%

300%1 %＜不良資産比率≦ 3 % 45% 60% 80% 100% 120%

3 %＜不良資産比率 60% 80% 100% 120% 140%
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先
の
外
部
格
付
を
参
照
し
て
リ
ス
ク

ウ
ェ
イ
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、

市
中
協
議
文
書
で
は
、
債
権
の
性
質

ご
と
に
取
扱
い
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
イ
シ
ニ
ア
債
に
つ
い
て

は
、
貸
出
先
の
「
売
上
高
」（
企
業

の
規
模
）
と
「
レ
バ
レ
ッ
ジ
」（
＝

総
資
産
÷
総
資
本
）
に
よ
り
、
リ
ス

ク
ウ
ェ
イ
ト
を
決
定
す
る
こ
と
が
提

案
さ
れ
て
い
る
（
図
表
２
）。
売
上

高
が
大
き
く
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
が
小
さ

い
ほ
ど
、
低
い
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
を

適
用
す
る
と
い
う
枠
組
み
で
あ
る
。

た
だ
し
、
債
務
超
過
の
貸
出
先
に
対

し
て
は
、
一
律
３
０
０
％
の
リ
ス
ク

ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
こ
と
が
提
案

さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ロ
株
式
、
劣
後
債
、
特
定

貸
付
債
権
に
つ
い
て
は
、
簡
素
な
枠

組
み
と
す
る
こ
と
が
選
好
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
一
律
の
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
を

適
用
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
株
式
に
つ
い
て
は
、
上

場
株
式
は
３
０
０
％
、
非
上
場
株
式

は
４
０
０
％
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
内
部
格
付
手
法
に
お
け
る
簡

易
手
法
の
取
扱
い
と
整
合
す
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
劣
後
債
は
２
５
０

％
が
提
案
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
特
定

貸
付
債
権
の
う
ち
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
等
は
１
２
０
％
、

地
域
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
す

る
取
得
、
開
発
、
建
設
向
け
の
融
資

は
１
５
０
％
と
す
る
こ
と
が
提
案
さ

れ
て
い
る
。

リ
テ
ー
ル
（
中
小
企
業
、

個
人
向
け
債
権
）

　

現
行
の
標
準
的
手
法
で
は
、
一
定

の
基
準
（
中
小
企
業
ま
た
は
個
人
一

先
当
り
の
与
信
額
が
小
さ
く
、
か
つ
、

金
融
機
関
の
有
す
る
中
小
企
業
・
個

人
向
け
与
信
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
全
体

の
な
か
で
十
分
に
小
口
分
散
の
図
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
）
を
満

た
す
場
合
に
は
、
一
律
75
％
の
リ
ス

ク
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　

バ
ー
ゼ
ル
委
で
は
、
リ
テ
ー
ル
与

信
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
よ
り
リ
ス

ク
感
応
度
を
高
め
る
観
点
か
ら
議
論

が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
リ
テ
ー
ル
与

信
を
細
分
化
す
る
た
め
の
適
切
な
リ

ス
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
（
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ

ト
を
計
算
す
る
際
に
参
照
す
る
指

標
）
を
特
定
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
こ
の
た
め
、
市
中
協
議
文
書
で

は
、
基
本
的
に
現
状
の
取
扱
い
を
維

持
す
る
こ
と
を
提
案
し
つ
つ
、
今
後

も
検
討
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
リ
テ
ー
ル
お
よ
び
住
宅
ロ

ー
ン
に
つ
い
て
は
、
貸
出
金
と
債
務

者
の
収
入
に
通
貨
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
あ

る
場
合
は
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
に

比
べ
て
信
用
リ
ス
ク
が
高
い
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
定
の
リ
ス
ク

ウ
ェ
イ
ト
を
付
加
（
ア
ド
オ
ン
）
す

る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

住
宅
ロ
ー
ン

（
不
動
産
担
保
債
権
）

　

現
行
の
標
準
的
手
法
で
は
、
債
務

者
が
現
在
居
住
し
、
ま
た
は
賃
貸
さ

れ
て
お
り
、
全
額
担
保
で
保
全
さ
れ

て
い
る
場
合
（
Ｌ
Ｔ
Ｖ
（L

oan to 
Value

）
比
率 

が
１
０
０
％
以
下
の

場
合
）
に
は
、
一
律
35
％
の
リ
ス
ク

ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　

市
中
協
議
文
書
で
は
、「
ロ
ー
ン

に
対
す
る
担
保
価
値
」（
Ｌ
Ｔ
Ｖ
）

と
「
借
手
の
支
払
能
力
」（
Ｄ
Ｓ
Ｃ: 

D
ebt Service C

overage

）
を
参

照
し
て
、
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
を
決
定

す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（
図

表
３
）。
な
お
、
当
該
提
案
に
お
い

て
、
Ｌ
Ｔ
Ｖ
は
「
ロ
ー
ン
総
額
÷
担

保
価
値
」、
Ｄ
Ｓ
Ｃ
は
「
1
年
間
の

元
利
払
い
÷
年
収
（
税
引
後
）」
と

定
義
さ
れ
て
お
り
、
算
出
に
あ
た
り
、

ロ
ー
ン
総
額
以
外
の
計
数
は
貸
出
実

施
時
の
計
数
か
ら
更
新
不
要
と
さ
れ

〔図表２〕	 事業法人向け債権のリスクウェイト

売上高≦€ 5 m
€ 5 m＜
売上高
≦€50m

€50m＜
売上高

≦€ 1 bn
売上高＞€ 1 bn

レバレッジ： 1倍～ 3倍 100%  90%  80% 60%

レバレッジ： 3倍～ 5倍 110% 100%  90% 70%

レバレッジ： 5倍以上　 130% 120% 110% 90%

債務超過先 300%

（参考）　€ ５ m＝500万ユーロ（約 ７億円）、€50m＝5,000万ユーロ（約70億円）、€ １ bn＝10億ユーロ（約1,400億円）
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て
い
る
。

商
業
用
不
動
産

（
不
動
産
担
保
債
権
）

　

現
行
の
標
準
的
手
法
で
は
、
原
則

と
し
て
一
律
１
０
０
％
の
リ
ス
ク
ウ

ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
厳
格

な
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
限
り

各
国
裁
量
で
50
％
と
す
る
こ
と
が
許

容
さ
れ
て
い
る
。

　

市
中
協
議
文
書
で
は
、
二
つ
の
見

直
し
の
方
向
性
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
イ
債
務
者
の
状
態
が
、

返
済
率
や
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
に

大
き
く
影
響
す
る
と
い
う
考
え
方
か

ら
、
担
保
の
価
値
を
勘
案
せ
ず
、
債

務
者
（
法
人
や
リ
テ
ー
ル
）
の
リ
ス

ク
ウ
ェ
イ
ト
（
60
〜
３
０
０
％
）
を

適
用
す
る
と
い
う
提
案
と
、
ロ
担
保

の
価
値
は
、
返
済
率
や
デ
フ
ォ
ル
ト

時
損
失
率
に
大
き
く
影
響
す
る
と
い

う
考
え
方
か
ら
、
担
保
の
価
値
を
勘

案
し
、
Ｌ
Ｔ
Ｖ
比
率
に
応
じ
て
75
〜

１
２
０
％
の
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
を
適

用
す
る
と
い
う
提
案
で
あ
る
。

オ
フ
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト

取
引

　

リ
ス
ク
計
測
の
適
切
性
向
上
や
内

部
格
付
手
法
と
の
整
合
性
確
保
の
観

点
か
ら
、
図
表
４
の
よ
う
に
分
類
方

法
お
よ
び
掛
け
目
（
Ｃ
Ｃ
Ｆ
）
を
見

直
す
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
の
取
扱
い

　

延
滞
貸
金
、
国
際
開
発
銀
行
向
け

債
権
、
そ
の
他
の
資
産
に
つ
い
て
は
、

〔図表３〕　　　　　　　住宅ローンのリスクウェイト

LTV
＜40%

40%≦
LTV

＜60%

60%≦
LTV

＜80%

80%≦
LTV

＜90%

90%≦
LTV

＜100%

100%≦
LTV

DSC≦35% 25% 30% 40% 50% 60%  80%

上記以外 30% 40% 50% 70% 80% 100%

〔図表４〕	 オフバランスシート取引の掛け目（CCF）

現　行 市中協議 （参考）
内部格付手法

任意の時期に無条件で取消可能なコミットメント  0% 10%  0%

コミットメント（上記以外） ― 75% 75%

原契約期間 1年以下のコミットメント 20% ― ―

原契約期間 1年超のコミットメント 50% ― ―

NIF、RUF 50% 75% 75%

（注）�　NIF�（Note�Issuance�Facilities）、RUF（Revolving�Underwriting�Facilities）は、一定の枠内で証券を反復的に発行する
ことにより資金を調達する仕組みにおいて、銀行が一定の条件のもとで当該証券の買取り等を約する取引。

〔図表５〕	 信用リスク削減手法の適格要件

  現　行 市中協議

ソブリン・公共部門、
銀行・証券会社　　　 無条件に適格要件を満たす 【変更なし】

その他の主体 外部格付がある場合に
適格要件を満たす　　

出資関係がある場合や、強固で継続
的な取引関係がある場合に適格要件
を満たす
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基
本
的
に
現
状
の
取
扱
い
を
維
持
す

る
こ
と
を
提
案
し
つ
つ
、
今
後
見
直

す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
。

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法

　

現
行
の
標
準
的
手
法
で
は
、
イ
金

融
資
産
担
保
の
場
合
、
担
保
額
に
ヘ

ア
カ
ッ
ト
率
を
適
用
し
た
う
え
で
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
額
か
ら
担
保
額
を

控
除
す
る
か
、
担
保
と
な
る
資
産
の

リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
と
原
債
務
者
の
リ

ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
を
置
き
換
え
る
こ
と

と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
ロ
保
証
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
場

合
、
原
債
務
者
の
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト

に
換
え
て
、
保
証
提
供
者
の
リ
ス
ク

ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。

　

市
中
協
議
文
書
で
は
、
ま
ず
金
融

資
産
担
保
の
ヘ
ア
カ
ッ
ト
率
に
つ
い

て
、
自
行
推
計
の
枠
組
み
を
廃
止
し
、

バ
ー
ゼ
ル
委
設
定
の
ヘ
ア
カ
ッ
ト
率

の
み
を
使
用
可
能
と
す
る
こ
と
と
さ

れ
、
ま
た
、
バ
ー
ゼ
ル
委
設
定
の
ヘ

ア
カ
ッ
ト
率
も
、
ソ
ブ
リ
ン
債
を
除

き
、
あ
わ
せ
て
見
直
す
こ
と
が
提
案

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
保
証
人
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
提
供

者
の
適
格
要
件
に
つ
い
て
は
、
図
表

５
の
よ
う
に
外
部
格
付
を
参
照
し
な

い
方
法
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

今
後
の
プ
ロ
セ
ス
：
15
年
末
に
最
終
化
が
目
標

　

今
後
、
バ
ー
ゼ
ル
委
で
は
、
市
中

か
ら
の
コ
メ
ン
ト
お
よ
び
定
量
的
影

響
度
調
査
を
ふ
ま
え
、
あ
ら
た
め
て

検
討
を
行
い
、
15
年
末
を
メ
ド
に
規

則
文
書
を
最
終
化
す
る
こ
と
が
予
定

さ
れ
て
い
る
（
注
３
）。
な
お
、
新
手

法
に
基
づ
く
規
制
の
具
体
的
な
適
用

時
期
は
未
定
で
あ
る
が
、
市
中
協
議

文
書
で
は
、
十
分
な
時
間
を
か
け
て

導
入
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
場
合

に
は
経
過
措
置
を
設
定
す
る
と
の
方

針
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

＊　

＊　

＊　

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
本
市
中
協
議

文
書
で
示
さ
れ
た
個
々
の
提
案
に
は
、

多
く
の
考
慮
事
項
が
付
記
さ
れ
て
お

り
、
市
中
か
ら
実
務
を
ふ
ま
え
た
意

見
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
事
業
法
人
向

け
債
権
に
つ
い
て
は
、
国
の
経
済
規

模
に
よ
っ
て
売
上
高
の
水
準
が
異
な

る
こ
と
や
、
産
業
や
会
計
基
準
に
よ

っ
て
レ
バ
レ
ッ
ジ
の
水
準
が
異
な
る

と
い
っ
た
問
題
が
認
識
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
を
改
善
す
る
方
法
や
リ
ス
ク

ド
ラ
イ
バ
ー
の
代
替
案
に
つ
い
て
意

見
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
住

宅
ロ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
住
宅
市
場

や
実
務
慣
行
に
よ
っ
て
適
切
な
リ
ス

ク
ド
ラ
イ
バ
ー
が
異
な
り
う
る
こ
と

や
、
貸
出
実
施
時
の
計
数
（
担
保
価

値
や
債
務
者
の
年
収
）
は
長
期
的
に

は
信
用
リ
ス
ク
と
の
関
連
性
が
薄
れ

る
と
い
っ
た
問
題
が
認
識
さ
れ
て
お

り
、
同
様
に
、
こ
れ
ら
を
改
善
さ
せ

る
方
法
や
リ
ス
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
代

替
案
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

将
来
の
標
準
的
手
法
に
求
め
ら
れ

る
簡
素
さ
と
リ
ス
ク
感
応
度
の
バ
ラ

ン
ス
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
バ
ー
ゼ

ル
委
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
市
中
か

ら
の
意
見
や
デ
ー
タ
分
析
の
結
果
を

ふ
ま
え
つ
つ
、
微
妙
な
舵
取
り
が
求

め
ら
れ
る
な
か
で
最
終
的
に
判
断
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
金
融
庁
お

よ
び
日
本
銀
行
と
し
て
は
、
こ
う
し

た
作
業
に
お
い
て
、
規
制
見
直
し
の

趣
旨
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
わ
が
国
の
実

情
に
も
沿
っ
た
合
理
的
で
現
実
的
な

見
直
し
と
な
る
よ
う
、
議
論
に
貢
献

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
注
）１

　
B
asel C

om
m
ittee on B

ank-
ing S

upervision, “R
evisions to 

th
e S
tan
d
ard
ized

 A
pproach 

for credit risk” (D
ecem

ber 22, 

2014)

２　

F
inancial S

tability B
oard, 

“P
rinciples for R

educing R
eli-

anceｗ

 on C
R
A

 R
atings” (O

c-
tober 27, 2010)

３　

Ｆ
Ｓ
Ｂ
が
2
0
1
5
年
２
月

に
公
表
し
た
「
金
融
改
革
に
関
す
る

Ｇ
20
へ
の
レ
タ
ー
」
で
は
、
バ
ー
ゼ

ル
合
意
の
各
標
準
的
手
法
の
見
直
し

は
、
２
０
１
６
年
に
最
終
化
さ
れ
る

（to be finalized in 2016

）
と
さ

れ
て
い
る
。

あ
お
さ
き
　
み
の
る

一
橋
大
学
法
学
部
卒
、
コ
ー
ネ
ル
大

学
法
科
大
学
院
修
了
。
01
年
財
務
省

入
省
。
08
〜
10
年
金
融
庁
に
て
バ
ー

ゼ
ル
委
の
交
渉
を
担
当
。
ス
タ
ン
フ

ォ
ー
ド
大
学
客
員
研
究
員
等
を
経

て
、
14
年
か
ら
現
職
。

こ
ば
や
し
　
し
ゅ
ん

東
京
大
学
経
済
学
部
卒
。
06
年
日
本

銀
行
入
行
。
06
〜
10
年
日
本
銀
行
金

融
機
構
局
に
て
バ
ー
ゼ
ル
委
の
交
渉

を
担
当
。
金
融
市
場
局
総
務
課
市
場

分
析
グ
ル
ー
プ
等
を
経
て
、
13
年
か

ら
現
職
。
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